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議案第１１３号  

 

令和７年度徳島市一般会計補正予算（第５号） 

 

令和７年度徳島市の一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５３７，５３６千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２７，９８６，４３８千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の補正は，「第２表 繰越明許費補正（追加）」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の補正は，「第３表 債務負担行為補正（追加）」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の補正は，「第４表 地方債補正（変更）」による。 

 

令和７年12月３日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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議案第１１３号  

 

令和７年度徳島市一般会計補正予算（第５号） 

 

令和７年度徳島市の一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５３７，５３６千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２７，９８６，４３８千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の補正は，「第２表 繰越明許費補正（追加）」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の補正は，「第３表 債務負担行為補正（追加）」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の補正は，「第４表 地方債補正（変更）」による。 

 

令和７年12月３日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入
(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

27,007,227 395,730 27,402,95715 国 庫 支 出 金

22,405,973 373,557 22,779,530１ 国 庫 負 担 金

4,457,419 22,173 4,479,592２ 国 庫 補 助 金

10,048,488 186,911 10,235,39916 県 支 出 金

6,925,086 186,778 7,111,864１ 県 負 担 金

2,531,275 133 2,531,408２ 県 補 助 金

190,193 18,673 208,86617 財 産 収 入

102,864 18,673 121,537１ 財 産 運 用 収 入

920,533 100,000 1,020,53318 寄 附 金

920,533 100,000 1,020,533１ 寄 附 金

3,843,365 299,031 4,142,39619 繰 入 金

3,834,512 299,031 4,133,543１ 基 金 繰 入 金

15,661,200 80,100 15,741,30021 市 債

15,661,200 80,100 15,741,300１ 市 債

72,838 457,091 529,92922 繰 越 金

72,838 457,091 529,929１ 繰 越 金

126,448,902 1,537,536 127,986,438歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

14,829,910 756,675 15,586,585２ 総 務 費

12,094,995 751,637 12,846,632１ 総 務 管 理 費

794,804 5,038 799,842３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

58,982,118 757,684 59,739,802３ 民 生 費

27,085,233 747,114 27,832,347１ 社 会 福 祉 費

20,707,336 10,570 20,717,906２ 児 童 福 祉 費

11,942,270 15,845 11,958,115４ 衛 生 費

6,465,803 15,800 6,481,603１ 保 健 衛 生 費

5,476,467 45 5,476,512２ 清 掃 費

62,895 2,815 65,710５ 労 働 費

62,895 2,815 65,710１ 労 働 諸 費

4,824,469 3,559 4,828,028９ 消 防 費

4,824,469 3,559 4,828,028１ 消 防 費

10,001,769 958 10,002,72710 教 育 費

1,748,906 661 1,749,567２ 小 学 校 費

1,321,733 297 1,322,030３ 中 学 校 費

126,448,902 1,537,536 127,986,438歳 出 合 計
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入
(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

27,007,227 395,730 27,402,95715 国 庫 支 出 金

22,405,973 373,557 22,779,530１ 国 庫 負 担 金

4,457,419 22,173 4,479,592２ 国 庫 補 助 金

10,048,488 186,911 10,235,39916 県 支 出 金

6,925,086 186,778 7,111,864１ 県 負 担 金

2,531,275 133 2,531,408２ 県 補 助 金

190,193 18,673 208,86617 財 産 収 入

102,864 18,673 121,537１ 財 産 運 用 収 入

920,533 100,000 1,020,53318 寄 附 金

920,533 100,000 1,020,533１ 寄 附 金

3,843,365 299,031 4,142,39619 繰 入 金

3,834,512 299,031 4,133,543１ 基 金 繰 入 金

15,661,200 80,100 15,741,30021 市 債

15,661,200 80,100 15,741,300１ 市 債

72,838 457,091 529,92922 繰 越 金

72,838 457,091 529,929１ 繰 越 金

126,448,902 1,537,536 127,986,438歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

14,829,910 756,675 15,586,585２ 総 務 費

12,094,995 751,637 12,846,632１ 総 務 管 理 費

794,804 5,038 799,842３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

58,982,118 757,684 59,739,802３ 民 生 費

27,085,233 747,114 27,832,347１ 社 会 福 祉 費

20,707,336 10,570 20,717,906２ 児 童 福 祉 費

11,942,270 15,845 11,958,115４ 衛 生 費

6,465,803 15,800 6,481,603１ 保 健 衛 生 費

5,476,467 45 5,476,512２ 清 掃 費

62,895 2,815 65,710５ 労 働 費

62,895 2,815 65,710１ 労 働 諸 費

4,824,469 3,559 4,828,028９ 消 防 費

4,824,469 3,559 4,828,028１ 消 防 費

10,001,769 958 10,002,72710 教 育 費

1,748,906 661 1,749,567２ 小 学 校 費

1,321,733 297 1,322,030３ 中 学 校 費

126,448,902 1,537,536 127,986,438歳 出 合 計
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第２表　繰越明許費補正（追加）

款 項 事 業 名 金 額

（単位　千円）

庁 舎 災 害 対 応 機 能 強 化 事 業 2,859,557

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 情 報 シ ス テ ム 関 係 事 業 19,267

流 域 治 水 対 策 事 業 73,500

８ 土 木 費 ３ 河 川 及 び 排 水 施 設 費 排 水 施 設 新 設 改 良 事 業 369,300

５ 都 市 計 画 費 都 市 下 水 路 事 業 493,421

排 水 機 場 長 寿 命 化 事 業 31,232

四 国 横 断 自 動 車 道 周 辺 対 策 事 業 875,620

徳 島 外 環 状 道 路 周 辺 対 策 事 業 559,800

災 害 時 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 構 築 事 業 166,081

９ 消 防 費 １ 消 防 費 同 報 無 線 設 備 等 移 設 事 業 25,531

庁 舎 災 害 対 応 機 能 移 転 事 業 12,576

県総合情報通信ネットワークシステム衛星系整備事業負担金 15,653

５ 幼 稚 園 費 幼 稚 園 施 設 解 体 事 業 47,143

10 教 育 費 ３ 中 学 校 費 屋 内 運 動 場 空 調 設 備 整 備 モ デ ル 事 業 92,000

第３表 債務負担行為補正（追加）
（単位　千円）

事 項 期 間 限 度 額

財 務 会 計 シ ス テ ム 改 修 事 業 令 和 ７ 年 度 及 び 令 和 ８ 年 度 ま で 3,850

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 指 定 管 理 料 令 和 ７ 年 度 及 び 令 和 ８ 年 度 ま で 4,649

屋 内 運 動 場 空 調 設 備 整 備 事 業 令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 6,106

資 源 物 運 搬 車 両 整 備 事 業 令 和 ７ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 37,493

資 源 物 再 資 源 化 事 業 令 和 ７ 年 度 か ら 令 和 15 年 度 ま で 498,950

中 学 校 教 師 用 教 科 書 購 入 事 業 令 和 ７ 年 度 及 び 令 和 ８ 年 度 ま で 2,046

国 府 中 学 校 仮 校 舎 整 備 等 事 業 令 和 ７ 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で 244,387
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第２表　繰越明許費補正（追加）

款 項 事 業 名 金 額

（単位　千円）

庁 舎 災 害 対 応 機 能 強 化 事 業 2,859,557

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 情 報 シ ス テ ム 関 係 事 業 19,267

流 域 治 水 対 策 事 業 73,500

８ 土 木 費 ３ 河 川 及 び 排 水 施 設 費 排 水 施 設 新 設 改 良 事 業 369,300

５ 都 市 計 画 費 都 市 下 水 路 事 業 493,421

排 水 機 場 長 寿 命 化 事 業 31,232

四 国 横 断 自 動 車 道 周 辺 対 策 事 業 875,620

徳 島 外 環 状 道 路 周 辺 対 策 事 業 559,800

災 害 時 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 構 築 事 業 166,081

９ 消 防 費 １ 消 防 費 同 報 無 線 設 備 等 移 設 事 業 25,531

庁 舎 災 害 対 応 機 能 移 転 事 業 12,576

県総合情報通信ネットワークシステム衛星系整備事業負担金 15,653

５ 幼 稚 園 費 幼 稚 園 施 設 解 体 事 業 47,143

10 教 育 費 ３ 中 学 校 費 屋 内 運 動 場 空 調 設 備 整 備 モ デ ル 事 業 92,000

第３表 債務負担行為補正（追加）
（単位　千円）

事 項 期 間 限 度 額

財 務 会 計 シ ス テ ム 改 修 事 業 令 和 ７ 年 度 及 び 令 和 ８ 年 度 ま で 3,850

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 指 定 管 理 料 令 和 ７ 年 度 及 び 令 和 ８ 年 度 ま で 4,649

屋 内 運 動 場 空 調 設 備 整 備 事 業 令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 6,106

資 源 物 運 搬 車 両 整 備 事 業 令 和 ７ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 37,493

資 源 物 再 資 源 化 事 業 令 和 ７ 年 度 か ら 令 和 15 年 度 ま で 498,950

中 学 校 教 師 用 教 科 書 購 入 事 業 令 和 ７ 年 度 及 び 令 和 ８ 年 度 ま で 2,046

国 府 中 学 校 仮 校 舎 整 備 等 事 業 令 和 ７ 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で 244,387
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（単位　千円）

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

第４表

補 正 前 の 額 補 正 額

地方債補正（変更）

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 に 同 じ

庁 舎 改 修 事 業

1,300学 童 保 育 会 館 整 備 事 業

補 正 後 の 額

35,200 36,500

5,032,500 78,800 5,111,300
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（単位　千円）

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

第４表

補 正 前 の 額 補 正 額

地方債補正（変更）

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 に 同 じ

庁 舎 改 修 事 業

1,300学 童 保 育 会 館 整 備 事 業

補 正 後 の 額

35,200 36,500

5,032,500 78,800 5,111,300
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議案第１１４号  

 

令和７年度徳島市土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和７年度徳島市の土地取得事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０２４千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５５，８０４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和７年12月３日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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議案第１１４号  

 

令和７年度徳島市土地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和７年度徳島市の土地取得事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０２４千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５５，８０４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和７年12月３日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入
(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

13,473 1,024 14,497２ 諸 収 入

13,473 1,024 14,497１ 諸 収 入

454,780 1,024 455,804歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

13,473 1,024 14,497２ 諸 支 出 金

13,473 1,024 14,497１ 諸 支 出 金

454,780 1,024 455,804歳 出 合 計
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入
(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

13,473 1,024 14,497２ 諸 収 入

13,473 1,024 14,497１ 諸 収 入

454,780 1,024 455,804歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

13,473 1,024 14,497２ 諸 支 出 金

13,473 1,024 14,497１ 諸 支 出 金

454,780 1,024 455,804歳 出 合 計
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令和７年度徳島市水道事業会計補正予算（第１号） 

－ 15 －



議案第１１５号  

 

  令和７年度徳島市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 令和７年度水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

第２条 令和７年度水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

       （事   項）          （既決予定量）         （補正予定量）          （  計  ） 

  ⑷ 主要な建設改良事業 

      原水及び浄水施設事業     １，５２９，９３８千円       １１３，９４０千円      １，６４３，８７８千円  

      配 水 施 設 事 業     １，８５５，７６２千円       ５０７，８７０千円      ２，３６３，６３２千円 

第３条 予算第４条本文括弧書中，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「２，０５７，９６５千円」を「２，２１４，５９５千円」に，過年度

分損益勘定留保資金「４６，９９８千円」を「１０３，７２７千円」に，当年度分損益勘定留保資金「１，４４７，６８８千円」を「１，６１１，３２

６千円」に，減債積立金「４４３，８３８千円」を「３８０，１０１千円」にそれぞれ改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

      （科   目）          （既決予定額）         （補正予定額）          （  計  ） 

                           収               入 

第１款  資 本 的 収 入    ２，６６９，５５４千円       ４６５，１８０千円      ３，１３４，７３４千円 

      第１項  企 業 債   １，６４７，４００千円       ３４３，３００千円      １，９９０，７００千円 

   第５項  県 補 助 金     １７０，７９０千円       １２１，８８０千円        ２９２，６７０千円 

                           支               出 

第１款  資 本 的 支 出    ４，７２７，５１９千円       ６２１，８１０千円      ５，３４９，３２９千円 

      第１項  建 設 改 良 費   ３，５４６，３９７千円       ６２１，８１０千円      ４，１６８，２０７千円 

第４条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

       （起債の目的）           （既決限度額）         （補正限度額）          （  計  ） 

      浄水施設改良事業         ９６５，２００千円        ４８，４００千円      １，０１３，６００千円 

      配 水 管 整 備 事 業         ６８２，２００千円       ２９４，９００千円        ９７７，１００千円 

 

－ 16 －



議案第１１５号  

 

  令和７年度徳島市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 令和７年度水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

第２条 令和７年度水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

       （事   項）          （既決予定量）         （補正予定量）          （  計  ） 

  ⑷ 主要な建設改良事業 

      原水及び浄水施設事業     １，５２９，９３８千円       １１３，９４０千円      １，６４３，８７８千円  

      配 水 施 設 事 業     １，８５５，７６２千円       ５０７，８７０千円      ２，３６３，６３２千円 

第３条 予算第４条本文括弧書中，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「２，０５７，９６５千円」を「２，２１４，５９５千円」に，過年度

分損益勘定留保資金「４６，９９８千円」を「１０３，７２７千円」に，当年度分損益勘定留保資金「１，４４７，６８８千円」を「１，６１１，３２

６千円」に，減債積立金「４４３，８３８千円」を「３８０，１０１千円」にそれぞれ改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

      （科   目）          （既決予定額）         （補正予定額）          （  計  ） 

                           収               入 

第１款  資 本 的 収 入    ２，６６９，５５４千円       ４６５，１８０千円      ３，１３４，７３４千円 

      第１項  企 業 債   １，６４７，４００千円       ３４３，３００千円      １，９９０，７００千円 

   第５項  県 補 助 金     １７０，７９０千円       １２１，８８０千円        ２９２，６７０千円 

                           支               出 

第１款  資 本 的 支 出    ４，７２７，５１９千円       ６２１，８１０千円      ５，３４９，３２９千円 

      第１項  建 設 改 良 費   ３，５４６，３９７千円       ６２１，８１０千円      ４，１６８，２０７千円 

第４条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

       （起債の目的）           （既決限度額）         （補正限度額）          （  計  ） 

      浄水施設改良事業         ９６５，２００千円        ４８，４００千円      １，０１３，６００千円 

      配 水 管 整 備 事 業         ６８２，２００千円       ２９４，９００千円        ９７７，１００千円 

 

－ 17 －



令和７年12月３日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度徳島市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

－ 18 －



令和７年12月３日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度徳島市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

－ 19 －



議案第１１６号  

 

  令和７年度徳島市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 令和７年度公共下水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

第２条 令和７年度公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

      （事   項）          （既決予定量）         （補正予定量）          （  計  ） 

  ⑷ 主要な建設改良事業 

 下水道施設整備事業     ２，５９８，８８６千円         ３５，０００千円      ２，６３３，８８６千円 

第３条 予算第４条本文括弧書中，過年度分損益勘定留保資金「６３５，３６２千円」を「６４２，７３３千円」に，当年度分損益勘定留保資金「３１３，

５８７千円」を「３０６，２１６千円」にそれぞれ改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

      （科   目）          （既決予定額）         （補正予定額）          （  計  ） 

                           収               入 

第１款  資 本 的 収 入    ３，６７９，６０３千円        ３５，０００千円      ３，７１４，６０３千円 

      第１項  企 業 債   ２，８０４，９００千円        １７，５００千円      ２，８２２，４００千円 

      第３項  補 助 金     ４８８，４８７千円        １７，５００千円        ５０５，９８７千円 

支               出 

第１款  資 本 的 支 出    ４，８０４，２８５千円        ３５，０００千円      ４，８３９，２８５千円 

    第１項  建 設 改 良 費   ２，６０４，２３３千円        ３５，０００千円      ２，６３９，２３３千円 

 第４条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

       （起債の目的）           （既決限度額）         （補正限度額）          （  計  ） 

      下 水 道 建 設 事 業       ２，８０４，９００千円        １７，５００千円      ２，８２２，４００千円 

 

令和７年12月３日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

－ 20 －



議案第１１６号  

 

  令和７年度徳島市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

第１条 令和７年度公共下水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

第２条 令和７年度公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

      （事   項）          （既決予定量）         （補正予定量）          （  計  ） 

  ⑷ 主要な建設改良事業 

 下水道施設整備事業     ２，５９８，８８６千円         ３５，０００千円      ２，６３３，８８６千円 

第３条 予算第４条本文括弧書中，過年度分損益勘定留保資金「６３５，３６２千円」を「６４２，７３３千円」に，当年度分損益勘定留保資金「３１３，

５８７千円」を「３０６，２１６千円」にそれぞれ改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

      （科   目）          （既決予定額）         （補正予定額）          （  計  ） 

                           収               入 

第１款  資 本 的 収 入    ３，６７９，６０３千円        ３５，０００千円      ３，７１４，６０３千円 

      第１項  企 業 債   ２，８０４，９００千円        １７，５００千円      ２，８２２，４００千円 

      第３項  補 助 金     ４８８，４８７千円        １７，５００千円        ５０５，９８７千円 

支               出 

第１款  資 本 的 支 出    ４，８０４，２８５千円        ３５，０００千円      ４，８３９，２８５千円 

    第１項  建 設 改 良 費   ２，６０４，２３３千円        ３５，０００千円      ２，６３９，２３３千円 

 第４条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

       （起債の目的）           （既決限度額）         （補正限度額）          （  計  ） 

      下 水 道 建 設 事 業       ２，８０４，９００千円        １７，５００千円      ２，８２２，４００千円 

 

令和７年12月３日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

－ 21 －



 

 

 

 

 

 

令和７年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第２号） 

－ 22 －



 

 

 

 

 

 

令和７年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第２号） 

－ 23 －



議案第１１７号  

 

令和７年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第２号） 

 

第１条 令和７年度市民病院事業会計の補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。 

第２条 令和７年度市民病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

      （科   目）          （既決予定額）        （補正予定額）          （  計  ） 

                          支              出 

第１款  病 院 事 業 費 用   １２，３１９，１８７千円      ４５７，８８０千円     １２，７７７，０６７千円 

第１項  医 業 費 用  １１，９５０，１４４千円      ４４３，０００千円     １２，３９３，１４４千円 

第２項  医 業 外 費 用     ３３９，０４３千円       １４，８８０千円        ３５３，９２３千円 

第３条 予算第９条中「１，６５６，０００千円」を「１，９０４，０００千円」に改める。 

 

令和７年12月３日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

－ 24 －



議案第１１７号  

 

令和７年度徳島市市民病院事業会計補正予算（第２号） 

 

第１条 令和７年度市民病院事業会計の補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。 

第２条 令和７年度市民病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

      （科   目）          （既決予定額）        （補正予定額）          （  計  ） 

                          支              出 

第１款  病 院 事 業 費 用   １２，３１９，１８７千円      ４５７，８８０千円     １２，７７７，０６７千円 

第１項  医 業 費 用  １１，９５０，１４４千円      ４４３，０００千円     １２，３９３，１４４千円 

第２項  医 業 外 費 用     ３３９，０４３千円       １４，８８０千円        ３５３，９２３千円 

第３条 予算第９条中「１，６５６，０００千円」を「１，９０４，０００千円」に改める。 

 

令和７年12月３日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

－ 25 －
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